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最高裁秘書第3125号

令和3年10月11日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和3年3月5日付け（同月8日受付，第021035号）で申出のありました

司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和元年6月18日付け人合第253号外務省大臣官房人事課長「令和元年度

在外公館赴任前研修（第5部研修）参加者の推薦について」 （片面で13枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報（メールアドレス）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開

法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されて

いる部分を不開示とした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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各府省庁等人事担当課長殿

外務省大臣官房人事課

令和元年度在外公館赴任前研修（第5部研修）参加者

の推薦について

当省では，毎年，各府省庁等から当省に出向し外務省員として在外公館に勤

務する予定の者(在外公館警備対策官を除く）を対象に，在外公館赴任前研修

（第5部研修）を実施しています。

本年度は，令和2年中に在外公館に赴任することが予定されている候補者を

対象に， 9月9日 （月）より11月22日 （金）までの間，外務省研修所にお

いて本研修を実施する予定です｡

つきましては，下記の点にご留意の上， また，

参照しつつ，本研修への参加候補者を人選し，

別添の第5部研修実施要領を

7月16日 （火）…【期限厳守】

までに，別添の研修員推薦名簿の書式により候補者の人事記録を添付の上，当
一

方宛に公文書をもって推薦願います。

記

1．本研修への参加

本研修カリキュラムには，語学研修以外にj在外勤務で各種業務を遂行する

上で必要となる基本的な事項を講義する外務講義が含まれており，赴任準備や

健康管理(含メンタルケア)等の他,<外交政策ク国際法海外の安全対策,情
報防護，外務省の通信情報システム等，外交官として生活し業務を遂行する上

で必要な知識を取得するための講義内容となっています｡当省としても本件研



修により多くの者が参加・出席し易いように研修カリキュ･ラムの改善を図って

おりま糞が，依然として，所属府省庁の業務の都合から出席率が著しく低い研
修員が散見されます。貴府省庁等におかれても，外務省員として鐘上全館勤遥

よ衣研修． （語学h汁ｲ彦・外務講義

う，参加環境を整えていただきたく， ご協力をお願いいたします。

なお， 当省に併任又は兼任発令が可能な国家公務員一般職等の研修員につい

て本研修参加期間中は外務事務官の併任発令を行っており， より多くの研修員

が本研修に集中して参加できるよう当省として配慮しております。

外務講義及び語学研修は以下の要領にて実施致します。

（1）外務講義

昨年と同様に，研修開始当初2週間（9月9日～9月20日）に集中して外

務講義（政策講義及び実務講義）を実施いたします。なお， 日程調整の都合が

つかない講義は，右以外の期間に単発的に実施する予定です。

（2）語学研修

上記（1）の外務講義の終了後，語学研修を約9週間（9月24日～11月

22日）語学力強化に特化し， 自主研修と合わせて実施致します。なお；語学

研修のみの受講は認めておりません。

（3）一定の基準を満たした研修員には，研修所長名で修了証書を授与いたし

ます。

2．在外職員の語学力

任地における語学力は極めて重要であり，外交力強化のためアタッシェにつ

いても， より一層の語学力の向上が求められています｡平成28年2月16日

付人合第144号｢在外公館に勤務する職員の外国語能力（特に英語力）の向

上に関する協力依頼」にても通知のとおり，在外公館への赴任予定者の推薦に

ついては．，実務上の必要に鑑み，一定の語学力のある者を推薦頂きたく，別添

の第5部研修実施要領「3．研修員の推薦及び決定」を参照の上；選考願いま

す。

3．担当業務による個別研修

例年のとおり，研修員の在外公館における担当業務に応じ，第5部研修終了

後に,以下の研修を個別に実施する予定です。詳細は，各担当部局より追って



ご連絡いたします。 ．

（1）経済協力担当官研修

経済協力担当予定の研修員に対し, 3日間（11月下旬を目処)，外務本省

において実施。

（2）広報文化担当官研修

広報文化担当予定の研修員に対し， 2日間（12月上旬を目処）外務本省他

において実施。

（3）領事担当官研修

領事担当予定の研修員に対し；来年1月頃に5日間，外務本省において実施。

（4）インフラ担当官研修

インフラ輸出担当予定の研修員に対し， 1日間（上記（1）経済協力担当官

研修と近接した時期）外務本省において実施。

4．外務公務員法で定めるところの欠格事由

日本の国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者については，外務公務員

として勤務することができません6貴府省庁等におかれても，在外公館への赴

任予定者を推薦いただく際には， 当該国籍についても事前に確認願います。

特に，出生地が外国で， 当該国が出生地主義を採用している国であったため

当該国籍が付与され，その後,当該国籍の離脱手続がなされていないまま二重

国籍の状態が継続しているケースもあることから十分にご確認下さい。

、参考:外国で出生し，管轄する在外公館に対して出生届を提出する際， 国籍

をも付与された場合，父または母が「日本国籍を留保する」欄に署名・押印し，

これにより同届の転送を受けた本籍地では戸籍の記録において【国籍留保の届

出日】が記載されます。 この場合，二重国籍状態が継続していることが十分に

予想されます。なお，在京外国大使館に対して当該外国籍の離脱にかかる手続

を行い,離脱が認められたことを受けて，戸籍に係る所定の手続を行うことに

より 【外国籍喪失】の事実が記載されます。
I

5．外国籍配偶者を有する在外公館赴任予定職員について

当省においては，外国籍の配偶者を有する職員については，情報防護の観点

から，その事実を考慮した上で人事異動を検討しております。



つきましては，貴省庁における在外公館赴任予定者のうち，以下に該当する

職員がいる場合には， ．ご相談頂けますようお願い致します。

（1）外国籍配偶者を有する職員

（2）帰化によって日本国籍を取得した配偶者を有する職員

（3）法律上の婚姻関係に至らないが婚約関係,内縁関係等にある外国籍を有

する，又は帰化によって日本国籍を取得した関係者を有する職員

●

6．候補者及びその家族の健康管理について

近年，在外公館赴任直後に既往症等を有する職員や同伴家族が病状を悪化さ

せるケースが散見されます。また，職員・同伴家族の別なく,･生活環境の変化

や言語･慣習の違いに戸惑い，精神（メンタル）面で不調を来し任地での･生活

に支障を生じ，やむなく任期途中での離任や,家族の単独帰国により二重生活

になったり，離任や単独帰国にまで至らないもののそのケアのため少なからず

館務の遂行に支障を生じているケースが多く報告されています｡当省としては，

未然にその防止に努めているところですが，貴府省庁におかれましてもその認

識を共有願いたく，人選にあたっては職員のみならず，同伴を予.定している家

族を含めてその健康状態も考慮し，推薦願います。

7．本研修に関載る問い合わせ先

O推薦候補者の人事に関する事項：人事課川崎（かわさき）

電話：03-3580-3311(内線3414),FAX:03-5501-8082.

電子メールアドレス:■■■■■■■■■■
（メール照会は件名冒頭に（第5部研修関係） と入れて下さい）

○研修内容に関する事項：外務省研修所栗原（くりはら）中村（なかむら）

電話:042-766-8101(内線81.13/8101), FAX:042-766-1766

電子メールアドレス:■■■■■■■■■■■■／■■■■■■■■■■■■■
（メール照会は件名冒頭に（第5部研修関係） と入れて下さい）

○語学研修に関する事項：外務省研修所須澤（すざわ）

電話:042-766-8101(内線8115),FAX:042-766-1766 "

電子メールアドレス:■■■■■■■■■■
（メール照会は件名冒頭に（第5部研修関係） と入れて下さい）
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付属添付

内閣官房内閣総務官

人事院事務総局人事課長

内閣府大臣官房人事課長

公正取引委員会事務総局官房人事課長

警察庁長官官房人事課長

金融庁総務企画局総務課長

総務省大臣官房秘書課長

法務省大臣官房人事課長

財務省大臣官房秘書課長

文部科学省大臣官房人事課長

厚生労働省大臣官房人事課長

農林水産省大臣官房秘書課長

経済産業省大臣官房秘書課長

特許庁総務部秘書課長

国土交通省大臣官房人事課長

環境省大臣官房秘書課長

本信送付先

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課長

防衛省大臣官房秘書課長

防衛省人事教育局人事計画・補任課長

会計検査院事務総長官房人事課長

衆議院事務局庶務部人事課長

参議院事務局庶務部人事課長

最高裁判所事務総局人事局任用課長
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在外公館へ出向予定の各府省庁等職員に対する令和元年度

在外公館赴任前研修（第5部研修）実施要領

外務省大臣官房人事課
●

外務省研修所

1．実施方針

在外公館に勤務する各府省庁等出身職員の職務遂行を容易にし』もって館務能
率の増進に資するため，赴任前に外務省研修所において語学，実務その他在外公
館勤務に必要な事項について研修を行う。

2．実施要領

（1)対象者

本研修の対象者は各府省庁等の職員で,令和2年中に外務省に出向の上，外

務省員として在外公館に勤務する予定の者とする｡ ． （公益財団法人日本台湾交

流協会の在外事務所に出向予定の者については，聴講生として受け入れる｡. ）

（2）研修期間

本年度は9月9日 （月）より.11月22日 （金）まで。
研修への途 加ぴ ＝・ 間に身劣庁等の業務に従事ることは認め

ない｡ ）

なお,個別研修を上記研修終了後,以下のとおり実施する予定であるが，追
って担当部局より詳細を案内する予定6
ア．在外公館における担当業務として「経済協力」を予定している者に対して，
11月下旬頃に3日間, ‘外務本省において実施。
イ4在外公館における担当業務として「広報文化」を予定している者に対して，
12月上旬頃に2日間,外務本省他において実施6

ウ．在外公館における担当業務として「領事｣･を予定している者に対して，明
年1月頃に5日間外務本省において実施。 （兼務の場合も対象とする）

エ.在外公館における担当業務として「インフラ輸出」を予定している者に対
して; 11月下旬頃に’日間,外務本省において実施;
※例年,前任者の担当業務をふまえ,名簿を作成しています.各府省庁におか
れては，研修員と調整願います｡

、

(3）研修場所・

外務省研修所．

住所：神奈川県相模原市南区相模大野4－2－1
電話: 042-766-8101 .

』

（4）研修内容

ア．外務講義

外交官としての在外公館勤務に必要な一般事項，国際問題文化教養等



についての講義を行う。

イ…語学研修．

各研修員の赴任予定公館における館務遂行上,最も必要とされる語学につ
いて研修を行う｡当該語学は外務省大臣官房人事課長が指定する｡：
語学研修のクラスの編成及びﾚべﾙは, クラス分け試験の結果及び各研修
員の履習歴等に基づいて研修所長が決定する｡

IE試験を実施する｡ (別添クラス分け試験案内参照）

【試験場所】 外務省研修所（相模大野） 相模原市南区相模大野4－2二1

【試験日時】英(TOEIC) ,仏，独9 ･露,西j葡伊，韓， ､中の各言語
7月31日（水) 14:00～16:00
(※詳細は別紙参照）

【対象者】 原則と･して》全研修員（研修語は英語，仏語,､独語,西語，露語，
中国語，韓国語葡語,伊語の9言語の中から決定される）

(注）なおｳ .平成30年4月1日以降のTOEICﾒIP試験結果を有する英語研修員は，

同結果（コピー）を外務省研修所語学担当に事前に提出することを条件に
本クラネ分けのためのTOEIC/IP試験を免除します。

ウも任国事情ブリ毒フ

、ユ0月7日 （月） ， 10日 (木) ， 17日 （木）及び21日 （月）の午後，
本省において実施する6関係課室よりブリーフィングを受ける。
なお，対象は第5部研修員(全研修免除者は除く）のみとする。
エ.米国国務省日本語研修員との交流(対象者のみ）
第'回:米国国務省日本語研修所椴浜)訪問・ ・ ・ ’0月7日 （月）で
調整中 ・ ’ ・

第2回:米国国務省日本語研修所員来所･ ･. ･ 10月21日（月）で調整
中

オ.実地研修(課外活動）

研修期間中に外交史料館, JAXA相模原キャンパス及び横須賀米軍基地
において実地研修を行う。参加希望者が多数となる場合，参加は抽選で決
定｡． ’． 、 ’ ．

（日程別途調整）
力． 「配偶者研修」 （10月2日(水)及び3日(木)の2日間を予定)
赴任予定者の配偶者（また砥婚姻予定者)の希望者に対し,館員配偶者と
して必要な一般的心得，教養等についての講義を行う。 “

ノ

3翁.研修員の推薦

各府省庁等は，欲の要件を同時に充たす者を研修候補者どして人選の上，人

事担当課長より外務省大臣官房人事課長あて推薦する｡
(別添様式の研修員推薦名簿(エクセル表).及び人事記録（写）を添付



（1）勤務成績優秀な者。

(2)赴任国の国語(英語及び仏語以外が国語である場合には典当該国語,英語及
び仏語のうちいずれか一つ）について十分な語学力があり，かつ研修意欲のあ
る者｡ さらにj ､､実務上の必要に鑑み，以下の対応を御願いしたい｡

・ ア． TOEFLiBT100点若しくはIELTs7.0 (又はTOEIC880点)以上の英語能力を有
ずる者を推薦いただくことを推奨する。英語能力が右に至らない場合でも，原
則, ..TOEFLiBT80点若しくはIELTS6..5 (又はTOEIC730点）以上の者を推薦いた

だきたい。

イ.出向者の推薦にあたっては，以下ウの例外の者を除き,TOEFLiBT又はIEL
TSの点数を提出いただきたい。 (TOEFLiBT又はIELTSの成績がない場合にはTO
EICの成績で代替することも可どする。 ）
ウ． TOEFLiBT, IELTS, TOEICの点数の提出を求めない場合は次のとおり。

○米英等の大学・大学院の学位により，英語能力が実証できる者．

○英語以外の言語を母国語とする国の在外公館に赴任する者で，その言語の語
学試験又は大学・大学院の学位により当該言語の能力が実証できる者

①フランス語DELF/DALFA2以上又はフランス語検定準2級以上
②ドイツ語 Goethe~ZerificatA2以上.又はドイツ語検定2級以上
③ロシア語ロシア語検定試験(TORFL) BasicLeve1以上又はロシア

語能力検定試験3級以上
④中国語HSK3級以上又は中国語検定3級以上

⑤韓国語韓国語能力試験2級以上又はハングル能力検定準2級以上
⑥スペイン語DELEA2以上又はスペイン語検定4級以上
：○過去に2年以上，国際機関や在外公館などでの勤務経験がある者,又は，過
去に2年以_E,赴任国での居住・勤務経験がある者（幼少期の居住経験は除
く）

なお，個別に英語能力が実証できる者，その他の外国語に堪能な者
がいる場合には，外務省人事課に個別に相談願いたい。

n口 のレベルは －低限TOE Cスコア7 と同程度以上を目標とし最終

試験研彦修了の時点で実施）でこのレベルにしていない者については目挿

レベルに達するまで在外発令を延期することもあり得る

（3）アタッシエの場合,赴任予定ポストの予算級以下の職員でありjかつ在勤中
に予算級を超えて昇格することのない者。

(4） 、察を かつ 、外|ヨの； ‐しない者（二 醤不可) 、1■

0

（配偶者が外国国籍を有する場合は，配偶者国籍国と赴任予定国どの関係上

配偶者の同伴に問題が生じることもあり得るので，外務省人事課に連絡の上
協議が必要。 ）

4．研修員の決定 ・

外務省は，推薦を受けた研修候補者について，経歴等に照らして受入の可否を
検討し,本研修への参加者を決定する｡，
これを受け，各府省庁等におかれては，各研修員に対し赴任前研修（第5部研



修）以前においても，語学力の更なる向上を図るよう指導願います。

また，各研修員につき外務省が指定する内容の健康診断を実施し，健康診断結
果を外務省へ送付願います（外務省人事課宛）。

5．研修員の身分上の取り扱い
各府省庁研修員Iわいては，原則として研修開始の日から終了の日まで外務事
務官に併任の上,研修発令を行う。なお,事務合理化の観点から，併任発令につ
いての人事当局間の了解文書等の交換は省略する。

6．研修費用（交通費等の旅費）

本研修受講に伴い交通費等費用が発生する場合には，
するものとする。

派遣元各府省庁等が負担

また；研修の一環として行われる課外活動に参加するために必要な移動等を行
う場合に発生する交通費等の旅費については,各研修員が負担するものとする。

、

7．研修所合宿棟利用

本件研修参加者の片道通勤時間が概ね1時間30分以上の者は合宿棟利用申込
書を提出することにより,受入可能な範囲で研修所合宿棟の利用を認める。 詳
細については，研修員が決定した後，別途通知する。

､（4）語学試験終了後，合宿棟利用希望者は合宿棟施設の見学．なお, ･上記2．

が可能で式：

１
１、

I

～

《



令和元年在外公館赴任前研修(第5部研修)研修員推薦名簿

省庁名:OO省

担当:OOR00
画O3-1234-5078

※ご担当者の連絡先を必ず明記願います

左睡F1久-．○○0｡,魔｡伽
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令和元年度第5部研修:語学クラス分け試験案内

201 ･9年6月
G

外務省研修所

第5部研修受講者に対し,語学ｸﾗｽ分け試験(英仏,独西露中,韓葡,例を下記の要領
で実施する予定です｡研修員の語学ﾚべﾙに応じ適切なカリキュラムの編成を行うため,原則として,当該

語学の履修歴の有無にかかわらず全研修員力浸験するようお瞳LlLa塑二9
｜

ただし，英語研修員については，前年(2018年)4月以降にT唾)試験を受験していれば，そのスコ
アレポートの提出によりクラス分け試験を免除します。

また, ．『語学研修｣の免除を希望する場合は,語学能力壷証明する書類(英語については,原則T伽睡900

及ひ留学･在外公館赴任歴を必ず当研修点以上，その他の語学については同程度の語学力を証明するもの）

所に提出しそください。
◆ ■

【重要】クラス分け試験は,あくまでも語学研修の受講者を対象としたレベルチェックのためのものです。

同試験の結果を以て,語学研修を免除することは出来かねますので‘ご了承下さい。

記

1.試験の種類

i 各研修語(英語仏語独語,西語露語中国語韓国語葡語伊語） ：
（参）受講言語は一人-言語です。

倒語学割り振りは別卿聯を参考にしてください｡研修言語を譲更する場合は所属省庁からの申し

入れを踏まえ，赴任先の公館の意見を踏まえて決定することとなりますので,前広にご連絡願います。

2．日時等

一 （1）7．月31日（水) 14:OO-16･:OO

独仏西,露中,韓葡,伊担当講師iこよる筆記/面接
英和EI"IP。
@o鋤やむをえない事情で出席できない場合は, 7月26日までに必ず研修所に連絡ください。

I

3．場所

外務省研修所(小田急線相模大野駅下車徒歩’5分別添(地図)」参照）
神奈川縣模原市南区相模大野4-2-1

※試験は14:伽から始まりますので、15分前にはご至噛罰預います。

4．当日持参するもの

筆記用具（鉛筆消しゴム） 。辞書等は持ち込み不可。

や

5．問い合わせ先（担当）

：研修所語鞘務(須澤,小柄 Td:042J766-8101,

Mi' :

I極：例27“-1766
■

(了）



1

【参考】第5部研修ｲ警儲対策官研修研修語く公館別言語割り握り実績＞
、 釦19年6月18日

外務省研修所霞学担当

成16年以降の第5部研修･警備対策官研修)を参考に作成したもので‘在外公館全てを網羅しているものでもありません．【注】本資料は.研修実績(平成16年以降の第5部研修･警備対策官研修)を
出身省庁(葉務内容)や閏別事情に応じて変更もあり得ます。 ．
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*1 讐儀対策官は露扇．

FAO担当(農水)は英畷。
広報文化担当(文科)は伊語。
警傭対策官は伊語6

英園も可(理境省)。

。 ?

欧州評撰令狽当(是寓塑.参鑑院)は英厨。

英函に堪能で研修不要の堀合は仏語も可．

WcO(世界税関櫓構.財務)は英旙．
● ● e ■

皿国其鰹舎

英麗に堪能で研修不要の場合は仏語も可．
蕃錆対策官は仏鰻。
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〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野4丁目2番1号

電話:042-766=8101 FAX:042-766-.1766

(ご案内)小田急線相模大野駅より徒歩約15分｡北口より中央エスカレーターを降り､コリドー街へ｡

突き当たりのエスカレーターを昇り､伊勢丹内2階連絡通路(営業日時に関係なく通行可能)、

相模女子大学『グﾘｰﾝﾎｰﾙ｣を経由し中央公園を縦断｡公園を出て左折､正面入口に至る。

⑫小田急線新宿駅より急行で約45分●千代田線霞ヶ関駅より(代々木_ど原駅で小田急線に乗換､急行で)約1時間
●新幹線新横浜駅より(JR横浜線に乗換､町田駅下車後小田急線に乗換j約50分轡新幹線小田原駅より(小田急線に乗換､急行で)約1時間10分
【注:上記所要時間にはいずれも相模大野駅からの徒歩時間(約15分)を含まず】 ．．
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